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新型コロナウイルスに関するお知らせ

本株主総会にご出席される株主様にお
かれましては、開催日現在における感染
状況やご自身の体調をご確認の上、マ
スク等の感染予防にご配慮いただき、ご
来駕賜りますようお願い申し上げます。
また、株主様の安全を第一に考え、本
総会会場内においては、スタッフのマス
ク着用、消毒薬の設置・検温等の感染
予防措置を講じる予定であるとともに、
座席間の距離を確保するために第二会
場等に誘導させていただくことがありま
すことを予めご了承ください。ご不便を
おかけするかと存じますが、ご理解ご協
力のほどお願い申し上げます。
なお、書面による事前の議決権行使の
ご活用もよろしくお願い申し上げます。

本年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
ご出席の株主様へのお土産を取りやめさせていただ
きたく存じます。何卒ご理解を賜りますようお願い
申し上げます。
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証券コード 8559
2020 年 ６ 月 ８ 日

株 主 各 位
大 分 市 王 子 中 町 ４ 番 10 号

代表取締役頭取 権 藤 淳

第102回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　また、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに
謹んでお見舞い申し上げます。一日も早いご回復を心よりお祈り申し上げます。
　さて、当行第102回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
し上げます。
　なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2020年６月25日（木曜日）午
後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時 （開場午前９時）
２. 場 所 大分市王子中町４番10号

当行本店８階会議室
３. 目 的 事 項

報 告 事 項 第102期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。
　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち「株主資本等変動計算書」及び「計算書類の個別
注記表」につきましては、法令及び当行定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当行ウ
ェブサイト（https://www.howabank.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付
書類には記載しておりません。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット
上の当行ウェブサイト（https://www.howabank.co.jp/）に掲載させていただきます。
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（添付書類）
第102期（2019

2020
年
年

4
3

月
月

1
31

日から
日まで）事業報告

１．当行の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果等
【主要な事業内容】

当行は、本店及び支店において、預金業務、貸出業務のほか、為替業務、
証券業務、投資信託・保険商品の窓口販売業務を通じ、地域のお客さまに
さまざまな金融商品・金融サービスを提供しております。加えて、お客さ
まの販路開拓をご支援する「Ｖサポート業務」を “第三の本業” として位
置づけ、お客さまの売上増強を通じた経営改善支援に積極的に取り組んで
おります。

【金融経済環境】
2019年度の国内経済は、米中の通商問題の影響等により輸出が弱含んで

いたものの、好調な企業収益や良好な雇用・所得環境を背景に個人消費は
引き続き堅調に推移し、緩やかに回復しておりました。しかしながら、
2019年12月、中国において新型コロナウイルス感染症患者が大量に発生
し、アジア（日本を含む）から欧米を含む世界へ一気に広がることにより、
海外との人の交流に制限がかかり、これまで順調に増加していた海外から
の旅行者が激減したことや、日本国内においても不要不急の外出自粛が要
請される等により観光業や飲食業を中心に需要が激減するなど、国内経済
は急速に悪化しました。今後、2008年のリーマン･ショックを超える世界
規模の不況となる可能性すら否定できない大変厳しい状況となっておりま
す。

国内の金融市場も同様に、2020年1月までは日経平均株価が24,000円を
超えてバブル崩壊後の最高値に近づくなど、好調な企業業績や米国株式相
場の好況に支えられ、順調に拡大していました。しかしながら、新型コロ
ナウイルスの世界への感染拡大により、日経平均株価は一気に16,000円台
まで急落する場面もあり、大きく混乱しました。その後、各国中央銀行が
一斉に金融緩和を実施し、国際的な金融マーケットは落ち着きを取り戻し
つつあるものの、今後とも予断の許されない不安定な状況が続くと思われ
ます。

そのような中、当行の主要な営業基盤である大分県経済は、日韓関係の
悪化による韓国からの観光客の落ち込みに加え、新型コロナウイルスの感
染拡大による海外および国内旅行客の激減等により、主力産業である観光
業を中心に大きな危機に直面しています。さらに、飲食業やサービス業に
おいても同様に重大な影響を受けており、大分県経済はその基盤が揺るぎ
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かねない深刻な状況に陥っております。

【事業の経過及び成果】
このような経営環境のもと、当行は「地元大分になくてはならない地域

銀行」を目指し、「地域への徹底支援による地元経済の活性化」を基本方針
とする新たな「経営強化計画」（2019年4月から2022年3月まで）を策定
しました。当計画では、

（1）「地域への徹底支援」
（2）「お客さまの満足度向上に向けた取組み」
（3）「経営基盤の強化」

を取組方針として掲げ、中小企業等のお客さまの成長･発展に向け、円滑な
資金供給に努めるとともに、経営改善支援の取組みを徹底し、地域経済の
発展に貢献していくことに全力で取り組んでまいりました。

特に、経営改善を必要とされるお客さまに対しては、従前の経営強化計
画に引き続き、「Ｖサポート業務」と「経営改善応援ファンド」を施策の中
心に据え、取り組んでまいりました。この２つの取組みの2019年度末にお
ける実績は以下のとおりであります。

＜販路開拓コンサルティング業務「Ｖサポート」＞

2019年度末 前年度末比

契約先（売り手先）数累計 61先 +20先

販路開拓先（買い手先）数累計 707先 +330先

契約先への売上貢献額累計 684百万円 +381百万円

＜経営改善応援ファンド＞

2019年度 前年度比

取扱金額（年間） 7,832百万円 +671百万円

　これら２つの取組みに加え、お客さまの経営改善支援に向けたさまざまな
取り組みにより、2019年度の業績は以下のとおりとなりました。

＜預 金＞
預金は、個人預金の増加により、前年度末比21億13百万円増加の5,129
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億98百万円となりました。
＜貸 出 金＞

貸出金は、中小企業向け貸出金は43億円増加したものの、個人ローンや
地方公共団体向け及び金融・保険業向けの貸出金が減少したことにより、前
年度末比97億19百万円減少し、4,011億39百万円となりました。
＜損益状況＞
　経常収益は、貸出金利息の減少等により、前年度比１億38百万円減少の
95億39百万円となりました。

経常費用は、株式等償却の増加等により、前年度比７億33百万円増加の
92億91百万円となりました。

この結果、経常利益は前年度比８億71百万円減少の２億48百万円となり
ました。また、当期純利益は固定資産処分益を計上したものの、前年度比８
億25百万円減少の３億９百万円となりました。

【対処すべき課題】
新型コロナウイルス感染症拡大により観光業、飲食業、サービス業から全

産業へ急速に負の影響が及んでおります。
　そのような状況をふまえ、当行は新型コロナウイルス感染症拡大により
甚大な被害を受けている地域の中小企業の皆さまへの資金繰り支援に全力
を尽くしていくことが喫緊の課題と認識しております。具体的には政府が
打ち出した実質無利子融資および当行独自のプロパー融資である「ほうわ
新型コロナウイルス感染症対応特別融資」を活用した新規融資を行なうと
ともに、既存融資の元本返済猶予などの条件変更にもスピーディーかつ丁
寧に対応していくことが最優先の取組みと考えております。
　さらに、新型コロナウイルス感染症拡大により経済活動が大幅に縮小し
ている状況においては、単なる資金繰り支援に止まらず、お客さまの売上
増強のご支援（＝本業支援）に注力することが、地域金融機関の使命と考
えております。まさに「Ｖサポート業務」で培われた知見をフルに活用し
て、地域の中小企業のお客さまの販路開拓や業務改善をご支援することが
最大の課題であります。
　一方、新型コロナウイルス感染症拡大の終息後を展望するとき、これま
での社会や経済が元通りになるよりも、むしろ過疎化の進展、少子高齢
化・人口減少、廃業の増加などがさらに一段と加速していくことが避けら
れないのではないかと思われます。
　このような厳しい状況を考えますと、今こそ当行は、その経営理念に則
り、地域の中小企業のお客さまの成長・発展および経営改善に向けて徹底
して支援していくとともに、常にお客さまに寄り添い、一緒になってこの
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難局に立ち向かっていくことが不可欠と考えております。そして、その結
果当行にも安定的な収益と将来にわたる健全性がもたらされるものである
と考えます。当行は、今後も「Ｖサポート業務」および「経営改善応援フ
ァンド」を両輪として、お客さまの経営課題の解決へ向けて最大限のご支
援を徹底してまいります。
　当行は、引き続き、役職員一丸となって「地元大分になくてはならない
銀行」の実現に向けて邁進してまいります。株主の皆さまのご理解ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
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（２）財産及び損益の状況
（単位：億円）

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
預 金 5,259 5,166 5,108 5,129

定 期 性 預 金 3,230 3,025 2,887 2,797
そ の 他 2,028 2,141 2,221 2,332

社 債 － － － －
長期信用銀行債等 － － － －
社債（長期信用
銀行債等を除く） － － － －

貸 出 金 4,075 4,078 4,108 4,011
個 人 向 け 967 938 902 872
中 小 企 業 向 け 2,428 2,493 2,586 2,629
そ の 他 679 647 619 510

商 品 有 価 証 券 － － － －
有 価 証 券 1,060 1,033 998 1,002

国 債 253 181 121 110
そ の 他 807 851 877 891

総 資 産 5,685 5,810 5,785 5,784
内 国 為 替 取 扱 高 16,821 17,452 18,111 22,198
外 国 為 替 取 扱 高 11 百万ドル 12 百万ドル 33 百万ドル 13 百万ドル

経 常 利 益 795 百万円 992 百万円 1,120 百万円 248 百万円

当 期 純 利 益 680 百万円 656 百万円 1,135 百万円 309 百万円

１株当たり当期純利益 4 円 49 銭 52 円 70 銭 131 円 81 銭 △8 円 12 銭

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．１株当たり当期純利益は、当期純利益から当期優先株式配当金総額

等を控除した金額を、自己株式数を控除した期中の平均発行済株式
数で除して算出しております。

３．2018年10月１日付で普通株式10株を１株とする株式併合を実施
いたしました。１株当たり当期純利益は2017年度の期首に当該株
式併合が行われたと仮定して算出しております。
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（３）従業員の状況
当 年 度 末 前 年 度 末

従 業 員 数 512人 516人
平 均 年 齢 38年０月 38年２月
平 均 勤 続 年 数 15年２月 15年１月
平 均 給 与 月 額 308千円 313千円

（注）１．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切
り捨てて表示しております。

２．従業員数には、臨時雇員及び嘱託を含んでおらず、上席執行役員１
名は含んでおります。

３．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。

（４）営業所等の状況
イ 営業所数の推移

当 年 度 末 前 年 度 末
店 うち出張所 店 うち出張所

大 分 県 39 （ － ） 39 （ － ）
福 岡 県 2 （ － ） 2 （ － ）
熊 本 県 1 （ － ） 1 （ － ）
合 計 42 （ － ） 42 （ － ）

（注）１．当年度末において店舗外現金自動設備を50か所（前年度末64か所）
設置しております。

２．当年度において店舗外現金自動設備を16か所廃止、1か所再開、1
か所設置いたしました。

ロ 当年度新設営業所
該当ありません。

ハ 銀行代理業者の一覧
該当ありません。
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（５）設備投資の状況
イ 設備投資の総額

（単位：百万円）
設 備 投 資 の 総 額 350

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
ロ 重要な設備の新設等
（新設・拡充・改修） （単位：百万円）

内 容 金 額
宗方支店新築移転 168

（売却）
宗方支店の移転に伴い旧店舗用地の一部を売却しております。

（６）重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況

該当ありません。
ロ 子会社等の状況

該当ありません。
ハ 重要な業務提携の概況

① 株式会社西日本シティ銀行と営業面に係る業務提携に関して基本合意
し、各種ローン等の商品、営業戦略及び営業チャネルに関しての情報・
ノウハウの提供を受けております。

② 九州カード株式会社とカード発行に係る業務提携を行い、同社より「ほ
うわＶＩＳＡカード」を発行しております。また同社に加え、九州旅客
鉃道株式会社と業務提携を行い「なんでん ＪＱ ＳＵＧＯＣＡ」を発行
しております。

③ 第二地銀協地銀38行の提携により、現金自動設備の相互利用による現
金自動引出しのサービス（略称ＳＣＳ）を行っております。

④ 第二地銀協地銀38行、都市銀行５行、信託銀行３行、地方銀行64行、
信用金庫256金庫（信金中央金庫を含む）、信用組合141組合（全信組
連を含む）、系統農協・信漁連668（農林中金、信連を含む）、労働金庫
14金庫（労金連を含む）との提携により、現金自動設備の相互利用に
よる現金自動引出しのサービス（略称ＭＩＣＳ）を行っております。

⑤ 第二地銀協地銀38行の提携により、通信回線を利用したデータ伝送の
方法による取引先企業との間の総合振込等のデータの授受のサービス及
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び入出金取引明細等のマルチバンクレポートサービス（略称ＳＤＳ）を
行っております。

⑥ 株式会社ゆうちょ銀行との提携により、クレジット情報データ通信シス
テム（略称ＣＡＦＩＳ）経由方式で、現金自動設備の相互利用による現
金自動引出しのサービスを行っております。

⑦ 九州地区第二地銀７行で勘定系及び対外系システム等オンラインシステ
ムを共同利用しております。

⑧ 株式会社ローソン銀行、株式会社セブン銀行及びゆうちょ銀行と提携
し、各社のＡＴＭを利用できるサービスを行っております。

⑨ 株式会社宮崎太陽銀行、株式会社南日本銀行と３行のお取引先に対する
経営支援を通じて地域経済の活性化に貢献するため、「３行合同地域再
生支援委員会」を設立するとともに、各行においてあおぞら銀行グルー
プと「九州地域活性化ファンド（あおぞら銀行グループ設立）」を活用
したお取引先の事業再生支援に関する業務提携を行っております。

⑩ 株式会社南日本銀行及び株式会社宮崎太陽銀行とのお取引先事業者の販
路開拓支援分野における業務提携及び災害時における相互協力に関する
協定を締結しております。

（７）事業譲渡等の状況
該当ありません。

（８）その他銀行の現況に関する重要な事項
(不祥事案)
　2020年４月17日に公表した不祥事案（元行員による着服）におきまして
は、株主の皆さまには大変ご心配とご迷惑をおかけ致しました。心からお詫
び申し上げます。今後、このようなことが二度と起こらないよう改めてコン
プライアンスの徹底を図ってまいります。

(訴訟)
　2014年11月28日に朝日ソーラー株式会社及び同社代表者が当行を被告
とする損害賠償請求訴訟を大分地方裁判所に提訴しておりましたが、2019
年６月４日に最高裁判所が「上告棄却」等を決定し、終結致しました。
　なお、最高裁判所の決定を受け、当行は2019年６月28日に賠償金等122
百万円の支払いを完了しております。
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２．会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
（１）会社役員の状況

（年度末現在）
氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 その他

権 藤 淳
代表取締役頭取
総合企画部(統括)・営業統括部(統
括)・お客さま支援部(統括)

髙 橋 信 裕 代表取締役専務
人事部・融資部担当

牧 野 郡 二
常務取締役
総合企画部・コンプライアンス統括
部・証券国際部担当

渡 部 悌 史 常務取締役
事務統括部長、監査部担当

都 留 裕 文 取締役
お客さま支援部長、営業統括部担当

佐 藤 真 広 取締役
本店営業部長

赤 松 健一郎 取締役(社外役員) 三和酒類株式会社
相談役

渡 邊 博 子 取締役(社外役員) 大分大学
経済学部教授

佐 藤 俊 明 常勤監査役

岡 田 雄 常勤監査役(社外役員)

五十嵐 副 夫 監査役(社外役員)

（注）１．取締役赤松健一郎氏、取締役渡邊博子氏の両氏は、会社法第２条第
15号に定める社外取締役であります。

２．監査役岡田雄氏、監査役五十嵐副夫氏の両氏は、会社法第２条第
16号に定める社外監査役であります。

３．取締役赤松健一郎氏、取締役渡邊博子氏、監査役岡田雄氏及び監査
役五十嵐副夫氏の４氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定し、同取引所に届け出ております。
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４．事業年度中に退任した役員は以下のとおりです。
氏 名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当

山 口 毅 彦 2019年６月27日 任期満了 取締役(社外役員)

阿 部 恒 之 2019年６月27日 任期満了 常勤監査役(社外役員)

梶 野 弘 道 2019年７月25日 逝去 監査役(社外役員)

（２）会社役員に対する報酬等
（単位：百万円）

区 分 支 給 人 数 報 酬 等
取 締 役 9人 76
監 査 役 5人 19

計 14人 95
（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

２．取締役の使用人としての報酬その他の職務遂行の対価はありませ
ん。

３．定款又は株主総会で定められた報酬限度額は、取締役が84百万円、
監査役が24百万円となっております。

４．後記「社外役員に対する報酬等」を含めた金額を記載しておりま
す。

５．取締役の支給人数には、2019年６月27日に任期満了により退任し
た1名が含まれております。

６．監査役の支給人数には、2019年６月27日に任期満了により退任し
た１名及び2019年７月25日に逝去した１名が含まれております。

（３）責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要

赤 松 健一郎
会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、当該役員
が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大
な過失が無いときに限り、会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額を限度としております。

渡 邊 博 子

岡 田 雄

五十嵐 副 夫
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３．社外役員に関する事項
（１）社外役員の兼職その他の状況

氏 名 兼 職 そ の 他 の 状 況

赤 松 健一郎 三和酒類株式会社相談役
同社と当行の間には通常の銀行取引があります。

渡 邊 博 子
大分大学経済学部教授
同大学と当行の間には通常の銀行取引がありま
す。

（２）社外役員の主な活動状況

氏 名 在任期間 取 締 役 会 へ の
出 席 状 況

取 締 役 会 に お け る
発 言
そ の 他 の 活 動 状 況

赤松健一郎 ３年９ヶ月
取締役会20回開
催中20回出席

三和酒類株式会社の相談役と
しての経験と知見に基づき、
経営全般に対して適切な助
言・提言を行っております。

渡 邊 博 子 　 ９ヶ月
取締役会16回開
催中14回出席

大分大学経済学部教授として
の経験と知見に基づき、経営
全般に対して適切な助言・提
言を行っております。

岡 田 雄 　 ９ヶ月
取締役会16回開
催中16回出席
監査役会14回開
催中14回出席

大分県庁出身であり、その経
験と知見に基づき、経営全般
に対して適切な助言・提言を
行っております。

五十嵐副夫 ８ヶ月
取締役会13回開
催中12回出席
監査役会12回開
催中12回出席

大分大学副学長を務めた経験
と知見に基づき、経営全般に
対して適切な助言・提言を行
っております。

梶 野 弘 道 ３年１ヶ月
取締役会７回開
催中５回出席
監査役会６回開
催中５回出席

財務局出身であり、その経験
と知見に基づき、経営全般に
対して適切な助言・提言を行
っております。

(注）１．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当行定款第
25条第２項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす
書面決議が１回ありました。

２．社外監査役梶野弘道氏につきましては、2019年７月25日の退任ま

2020年05月26日 15時03分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 13 ―

での状況を記載しております。
３．社外監査役五十嵐副夫氏につきましては、2019年7月25日就任後

の状況を記載しております。また、就任前の期間における監査事項
については、他の監査役から報告を受け、資料を閲覧するなどの方
法により監査を行っております。

（３）社外役員に対する報酬等
（単位：百万円）

支 給 人 数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等
か ら の 報 酬 等

報 酬 等 の 合 計 7人 15 ―

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

（４）社外役員の意見
該当ありません。

４．当行の株式に関する事項
（１）株式数

（単位：千株）
株式の種類 発行可能株式総数 発行済株式の総数

普 通 株 式 36,000 5,944
Ｂ 種 優 先 株 式 3,000 3,000
Ｄ 種 優 先 株 式 1,600 1,600
Ｅ 種 優 先 株 式 800 799

（注）定款で定める発行可能株式総数は34,700千株であり、上記の発行可能
種類株式総数の合計とは一致いたしません。

（２）当年度末株主数
株式の種類 株 主 数

普 通 株 式 3,793 名
Ｂ 種 優 先 株 式 1 名
Ｄ 種 優 先 株 式 1 名
Ｅ 種 優 先 株 式 653 名
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（３）大株主
普通株式

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当行への出資状況
持株数等 持株比率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口４) 337 千株 5.72 ％
株式会社福岡銀行 262 4.44
豊和銀行従業員持株会 251 4.26
株式会社みずほ銀行 248 4.21
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口) 164 2.78
株式会社西日本シティ銀行 146 2.48
日本生命保険相互会社 133 2.26
株式会社福岡中央銀行 131 2.22
株式会社南日本銀行 125 2.12
株式会社宮崎太陽銀行 124 2.10

Ｂ種優先株式

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当行への出資状況
持株数等 持株比率

株式会社西日本シティ銀行 3,000 千株 100 ％

Ｄ種優先株式

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当行への出資状況
持株数等 持株比率

株式会社整理回収機構 1,600 千株 100 ％
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Ｅ種優先株式

株 主 の 氏 名 又 は 名 称 当行への出資状況
持株数等 持株比率

三和酒類株式会社 40 千株 5.00 ％
株式会社テレビ大分 30 3.75
株式会社大分銀行 30 3.75
株式会社九州リースサービス 20 2.50
大分朝日放送株式会社 20 2.50
学校法人文理学園 20 2.50
医療法人愛恵会タキオ保養院 20 2.50
有限会社大分合同新聞社 15 1.87
二階堂酒造有限会社 10 1.25
株式会社東部開発 10 1.25
株式会社大川技研 10 1.25
第一交通産業株式会社 10 1.25
株式会社玖珠環境センター 10 1.25

（注）１．持株数等は、千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
３．普通株式の持株比率は、自己株式（46千株）を控除して算出して

おります。

５．当行の新株予約権等に関する事項
（１）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等

該当ありません。

（２）事業年度中に使用人等に交付した当行の新株予約権等
該当ありません。
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６．会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の状況

（単位：百万円）

氏 名 又 は 名 称 当 該 事 業 年 度
に 係 る 報 酬 等 その他

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員

根 津 昌 史
藤 井 義 博

47 （注）１

（注）１．監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手
と説明・報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容と前事
業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算定根拠等を検討した
結果、当該報酬等の額は監査品質の確保の観点から相当であると判
断したため、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当行と会計監査人との間の監査契約において会社法上の会計監査人
の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬
等の額を区分していないため、上記「当該事業年度に係る報酬等」
の金額には、これらの合計額を記載しております。

３．当行が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
は47百万円であります。

（２）責任限定契約
該当ありません。

（３）会計監査人に関するその他の事項
イ．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340
条第１項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがな
いと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた
します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし
ます。
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ロ．当行の会計監査人以外の監査法人が監査を行っている重要な子会社
　該当ありません。

７．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について
は、特に定めておりません。

８．業務の適正を確保する体制
　当行は「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定めております。

＜内部統制システム構築の基本方針＞
業務の適正を確保するため、以下の体制を構築し、その運用・管理を行うもの
である。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

① 取締役会は、法令等遵守の徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付
け、当行における法令等遵守に係る理念を「企業倫理」として、また、法
令等遵守に係る基本方針や役職員の行動指針を「コンプライアンスの基本
方針」及び「コンプライアンスの行動指針」として制定する。

② 取締役会は、企業倫理等に則った業務運営を実現させるため、具体的な手
引書として「コンプライアンス・マニュアル」を制定し、法令等遵守態勢
の整備・確立に向けた具体的な実践計画として「コンプライアンス・プロ
グラム」を年度毎に策定する。

③ 法令等遵守を確保する体制として、法令等遵守に関する重要な事項の審議
機関として「コンプライアンス協議会」、法令等遵守に関する情報等を一
元的に管理するコンプライアンス統括部署を設置するほか、各部店の部店
長をコンプライアンス責任者、次席者をコンプライアンス担当者として配
置する。

④ 法令等違反の疑義がある行為等を知った場合に、通常の職制を通じた報告
制度と別に、コンプライアンス統括部署や法律事務所等の外部窓口に直接
相談・通報を行うことができる「ホットライン制度」を制定する。

⑤ 「反社会的勢力対応に関する基本方針」を制定し、それに基づき、市民生
活の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力とは関
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係を遮断し、その不当な要求には毅然とした態度で対応する。
⑥ マネー・ローンダリング等の金融犯罪防止を経営の最重要課題の一つと捉

え、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する全社的な方
針」を制定し、それに基づき不断の検証と高度化に努めるとともに、金融
システム全体の安全性と公共の信頼を維持すべく実効性のある管理態勢を
確立する。

⑦ 内部監査部門は、法令等遵守状況に関する監査を実施し、その結果を取締
役会、監査役会に報告する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　各種議事録・決裁文書等、取締役の職務の執行・意思決定に係る情報につ
いては、取締役会で制定した「文書の保存及び廃棄処分取扱規程」に基づ
き、適正に保存・管理する。

（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当行の業務に係るリスクについては、信用リスク、市場リスク、流動性リ

スク、事務リスク、システムリスク、その他のリスクに分類し、取締役会
で制定した「リスク管理の基本方針」に基づき把握・管理する。

② リスク管理に関する統括部署として、総合企画部リスク管理グループを設
置するほか、信用リスクは信用リスク部会、市場リスクは市場リスク部
会、流動性リスクは流動性リスク部会、事務リスク・システムリスクはオ
ペレーショナルリスク部会、マネー・ローンダリング等金融犯罪に係るリ
スクは金融犯罪対策会議が管理し、各リスク部会等の管理状況やリスク状
況について、ＡＬＭ／リスク管理協議会にて報告・検討する。

③ 災害や障害等の緊急事態に陥った際に業務の早期回復を行うために、業務
継続計画（ＢＣＰ）を定め、適切な危機管理対応がとれる体制とする。

④ 内部監査部門は各部署毎のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役
会、監査役会に報告する。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会及び経営会議について、その機能を適切に発揮させるため、その

具体的な運営や付議事項等を定めた「取締役会規程」、「経営会議規程」を
制定する。また、行内の指揮・命令系統や責任と権限の明確化を図るた
め、経営組織、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。
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② 取締役会で決議すべき議案については、経営会議、ＡＬＭ／リスク管理協
議会又はコンプライアンス協議会に付議する。

（５）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけるその
使用人に関する事項
　監査役に直属する組織として監査役会室を設け、同室に監査役及び監査役
会の職務を補助する使用人を配置する。

（６）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　上記の使用人の人事異動及び人事評価等に係る決定については、予め常勤
監査役に同意を求めることとする。使用人が行う監査業務の補助について
は、取締役を含め、何人も干渉できないものとする。

（７）監査役のその職務を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
項
　取締役及び使用人は、監査役の職務を補助する使用人の業務が円滑に行え
るよう努める。

（８）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
関する体制

① 監査役は、法令等に定める事項のほか、必要に応じ、当行に重大な影響を
及ぼす事項、内部監査の実施状況等について取締役及び使用人から報告を
受ける。

② 監査役は取締役会・経営会議等重要な会議に出席するとともに、各種議事
録や重要書類等を閲覧することができる。

（９）監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
 「ホットライン制度」のほか、監査役への報告を理由として何人も不利な
取扱いを受けてはならず、報告した者に対する不利な取扱いが判明した場
合、不利な取扱いを行った者を問責の対象とする。
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（10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当
該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　会社法第388条に基づき、監査役がその職務の執行について生ずる費用の
前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、監
査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用
又は債務を処理する。

（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は会計監査人及び内部監査部門と監査上の問題点や業務における改
善要請・課題を定期的に意見交換し、効率的かつ適正な監査の実施に努め
る。

＜内部統制システム構築の基本方針の運用状況の概要＞

（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることの確保
　取締役会で決議すべき議案については、経営会議、ＡＬＭ／リスク管理協
議会又はコンプライアンス協議会での審議を経て付議されております。
2019年度は取締役会を20回、経営会議を54回、ＡＬＭ／リスク管理協議
会を15回、コンプライアンス協議会を13回開催しました。

（２）リスク管理態勢
　半期毎にリスク配賦資本・統合的リスク管理に係る施策をＡＬＭ／リスク
管理協議会を経て取締役会で定めるとともに、その結果は取締役会に報告さ
れました。
　また、信用リスク部会等各リスク部会の管理状況、リスク配賦資本の状況
及び各リスクの状況は、ＡＬＭ／リスク管理協議会に毎月報告されました。
 「リスク管理の基本方針」を始めとする方針・規程等は行内ＬＡＮに掲示
し、周知徹底しております。
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（３）コンプライアンス態勢
　年度毎にコンプライアンス・プログラムをコンプライアンス協議会の審議
を経て取締役会で定め、その進捗状況は半期毎にコンプライアンス協議会に
報告されたほか、その結果は年１回コンプライアンス協議会を経て取締役会
に報告されました。
　また、反社会的勢力との対応状況は半期毎に経営会議及び取締役会に報告
されました。
 「企業倫理」「コンプライアンスの基本方針」を始めとする方針・規程等は
行内ＬＡＮに掲示し、周知徹底しております。

（４）監査役の監査が実効的に行われることの確保等
　監査役は、取締役会、経営会議、ＡＬＭ/リスク管理協議会及びコンプラ
イアンス協議会等重要な会議に出席しております。
　また、監査部は監査役会に対し、内部監査結果を報告しております。さら
に、監査役は会計監査人及び監査部と定期的に監査情報の共有と意見交換を
行い、監査役監査の実効性向上に努めております。

９．特定完全子会社に関する事項
該当ありません。

10．親会社等との間の取引に関する事項
該当ありません。

11．会計参与に関する事項
該当ありません。

12．その他
該当ありません。

2020年05月26日 15時03分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

― 22 ―

第102期末（2020年３月31日現在）貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

現 金 預 け 金 66,508 預 金 512,998
現 金 6,680 当 座 預 金 5,930
預 け 金 59,827 普 通 預 金 220,262
有 価 証 券 100,265 貯 蓄 預 金 838

国 債 11,076 通 知 預 金 781
地 方 債 35,030 定 期 預 金 275,186
社 債 34,390 定 期 積 金 4,603
株 式 3,988 そ の 他 の 預 金 5,396
そ の 他 の 証 券 15,779 譲 渡 性 預 金 18,258
貸 出 金 401,139 借 用 金 11,765

割 引 手 形 2,907 借 入 金 11,765
手 形 貸 付 26,243 外 国 為 替 15
証 書 貸 付 345,716 売 渡 外 国 為 替 15
当 座 貸 越 26,273 未 払 外 国 為 替 0
外 国 為 替 1,965 そ の 他 負 債 3,910

外 国 他 店 預 け 1,965 未 決 済 為 替 借 138
そ の 他 資 産 6,228 未 払 法 人 税 等 86

未 決 済 為 替 貸 44 未 払 費 用 601
前 払 費 用 18 前 受 収 益 425
未 収 収 益 355 給 付 補 填 備 金 0
そ の 他 の 資 産 5,809 リ ー ス 債 務 159
有 形 固 定 資 産 6,467 資 産 除 去 債 務 165

建 物 1,303 そ の 他 の 負 債 2,332
土 地 4,793 賞 与 引 当 金 179
リ ー ス 資 産 148 睡眠預金払戻損失引当金 82
その他の有形固定資産 222 再評価に係る繰延税金負債 544
無 形 固 定 資 産 733 支 払 承 諾 459

ソ フ ト ウ ェ ア 710 負 債 の 部 合 計 548,216
ソフトウェア仮勘定 22 （純資産の部）
その他の無形固定資産 0 資 本 金 12,495
前 払 年 金 費 用 609 資 本 剰 余 金 10,349
繰 延 税 金 資 産 294 資 本 準 備 金 10,349
支 払 承 諾 見 返 459 利 益 剰 余 金 7,020
貸 倒 引 当 金 △6,226 利 益 準 備 金 873

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,147
繰 越 利 益 剰 余 金 6,147

自 己 株 式 △91
株 主 資 本 合 計 29,774
その他有価証券評価差額金 △612
土 地 再 評 価 差 額 金 1,067
評価・換算差額等合計 455
純 資 産 の 部 合 計 30,229

資 産 の 部 合 計 578,446 負債及び純資産の部合計 578,446

2020年05月26日 15時03分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 23 ―

第102期 （2019
2020

年
年

4
3

月
月

1
31

日から
日まで）損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 9,539
資 金 運 用 収 益 7,802

貸 出 金 利 息 7,273
有 価 証 券 利 息 配 当 金 489
コ ー ル ロ ー ン 利 息 0
預 け 金 利 息 38
そ の 他 の 受 入 利 息 0
役 務 取 引 等 収 益 1,155

受 入 為 替 手 数 料 453
そ の 他 の 役 務 収 益 702
そ の 他 業 務 収 益 35

外 国 為 替 売 買 益 1
商 品 有 価 証 券 売 買 益 0
国 債 等 債 券 売 却 益 33
そ の 他 経 常 収 益 545

貸 倒 引 当 金 戻 入 益 68
償 却 債 権 取 立 益 345
株 式 等 売 却 益 18
そ の 他 の 経 常 収 益 113

経 常 費 用 9,291
資 金 調 達 費 用 209

預 金 利 息 197
譲 渡 性 預 金 利 息 10
コ ー ル マ ネ ー 利 息 0
借 用 金 利 息 0
役 務 取 引 等 費 用 1,235

支 払 為 替 手 数 料 105
そ の 他 の 役 務 費 用 1,130
そ の 他 業 務 費 用 105

国 債 等 債 券 売 却 損 1
国 債 等 債 券 償 却 85
株 式 交 付 費 償 却 18
そ の 他 の 業 務 費 用 0
営 業 経 費 6,488
そ の 他 経 常 費 用 1,252

貸 出 金 償 却 539
株 式 等 売 却 損 49
株 式 等 償 却 561
そ の 他 の 経 常 費 用 101

経 常 利 益 248
特 別 利 益 198

固 定 資 産 処 分 益 186
そ の 他 の 特 別 利 益 11
特 別 損 失 79

固 定 資 産 処 分 損 2
減 損 損 失 76
そ の 他 の 特 別 損 失 1
税 引 前 当 期 純 利 益 367
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 15
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額 △31
法 人 税 等 調 整 額 73
法 人 税 等 合 計 57
当 期 純 利 益 309
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会計監査人の監査報告書謄本
独立監査人の監査報告書

2020年５月15日
株式会社豊和銀行

取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 根 津 昌 史 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 井 義 博 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社豊和銀行の2019
年４月１日から2020年３月31日までの第102期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表
示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
かどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本
監 査 報 告 書

　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第102期事業年度の取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴ 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計
画等に従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員等からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本部及び主要な営業店において業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議
の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、そ
の構築及び運用の状況を監視及び検証し、意見を表明いたしました。
　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法
人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について、
指摘すべき重要な事項は認められません。なお、事業報告に記載の不祥事案（元行員
による着服）については、コンプライアンス意識の再徹底や内部管理態勢の強化を図
ることで、再発防止に取り組むこととしておりますが、監査役会としてもその進捗状
況を確認及び監視してまいります。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2020年５月19日
株式会社 豊和銀行 監査役会

常勤監査役 佐 藤 俊 明 ㊞
常勤監査役(社外監査役) 岡 田 雄 ㊞
監 査 役(社外監査役) 五十嵐 副 夫 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
　当期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の経営環境等
を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
⑴ 配当財産の種類

金銭といたします。
⑵ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式 １株につき金 10円00銭 総額 58,979,550円
当行Ｂ種優先株式 １株につき金 8円00銭 総額 24,000,000円
当行Ｄ種優先株式 １株につき金108円60銭 総額 173,760,000円
当行Ｅ種優先株式 １株につき金200円00銭 総額 159,940,000円
　各種優先株式につきましては、それぞれ所定の配当金とさせていただく
ものであります。

⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月29日
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第２号議案 取締役８名選任の件
　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 生年月日 現在の

当行における地位

1 再 任
ご ん ど う あつし

権藤 淳 1952年４月30日 代表取締役頭取

2 再 任
た か は し の ぶ ひ ろ

髙橋 信裕 1955年４月28日 代表取締役専務

3 再 任
ま き の ぐ ん じ

牧野 郡二 1959年２月14日 常務取締役

4 再 任
わ た な べ や す ふ み

渡部 悌史 1959年３月22日 常務取締役

5 再 任
つ る ひ ろ ふ み

都留 裕文 1960年１月21日 取締役

6 再 任
さ と う ま さ ひ ろ

佐藤 真広 1964年２月19日 取締役

7 再 任
あ か ま つ け ん い ち ろ う

赤松 健一郎 社 外 1949年５月27日 取締役

8 再 任
わ た な べ ひ ろ こ

渡邊 博子 社 外 1965年８月28日 取締役
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候補者番号

1
ごん どう あつし

権藤 淳
（1952年４月30日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 10,000株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
2002年 ８ 月 株式会社ジェーシービー入社
2004年 ６ 月 同社執行役員開発本部長兼企画

部長
2006年 ６ 月 同社取締役兼執行役員市場開発

本部長
2007年 ６ 月 同社取締役兼執行役員マーケテ

ィング本部長
2009年 ３ 月 株式会社ジェーシービー退社
2009年 ５ 月 当行入行 顧問
2009年 ６ 月 当行代表取締役専務 経営管理

部（統括）、人事部（統括）、監
査部担当

2010年 ６ 月 当行代表取締役専務 経営管理
部（統括）、監査部、審査部担
当

2012年 ６ 月 当行代表取締役頭取 経営管理
部（統括）、人事部（統括）、営
業統括部（統括）担当

2014年 ６ 月 当行代表取締役頭取 総合企画
部（統括）、人事部（統括）、営
業統括部（統括）担当

2016年 ６ 月 当行代表取締役頭取 総合企画
部（統括）、人事部（統括）、営
業統括部（統括）、お客さま支
援部（統括）担当

2019年 ６ 月 当行代表取締役頭取 総合企画
部 （統 括）、 営 業 統 括 部 （統
括）、お客さま支援部（統括）
担当
現在に至る

■ 取締役候補者とした理由
　当行取締役頭取として経営経験も豊富であり、その経験や知見を当行取締役会において活かす
ことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者
としました。
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候補者番号

2
たか はし のぶ ひろ

髙橋 信裕
（1955年４月28日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 6,500株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1998年11月 株式会社住宅金融債権管理機構

（現株式会社整理回収機構）入社
同社業務企画部次長

2001年 １ 月 株式会社整理回収機構
同社業務企画部副部長

2001年 ７ 月 同社札幌支店長
2004年 １ 月 同社業務企画部副部長
2005年 ５ 月 同社業務企画部長
2008年 ６ 月 同社執行役員業務企画部長
2010年 ６ 月 同社執行役員企業再生部長
2011年 ６ 月 同社執行役員東京事業部長
2013年 ６ 月 同社常務執行役員業務企画部長
2014年 ６ 月 株式会社整理回収機構退社

2014年 ６ 月 当行代表取締役専務 融資部
（統括）、コンプライアンス統括
部担当

2015年 ６ 月 当行代表取締役専務 融資部
（統括）、コンプライアンス統括
部、証券国際部担当

2018年 ６ 月 当行代表取締役専務 融資部、
コンプライアンス統括部、監査
部担当

2019年 ６ 月 当行代表取締役専務 人事部、
融資部担当
現在に至る

■ 取締役候補者とした理由
　当行取締役専務として経営経験も豊富であり、その経験や知見を当行取締役会において活かす
ことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者
としました。
候補者番号

3
まき の ぐん じ

牧野 郡二
（1959年２月14日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 3,600株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1981年 ４ 月 当行入行
1998年 ６ 月 当行東京事務所長
2002年 １ 月 当行大道支店長
2005年 ６ 月 当行佐伯支店長
2006年 ５ 月 当行経営管理部副部長
2006年 ６ 月 当行経営管理部長
2009年 ７ 月 当行執行役員経営管理部長
2010年 ６ 月 当行取締役 経営管理部、証券

国際部担当
2013年 ６ 月 当行取締役 経営管理部、人事

部担当

2014年 ６ 月 当行取締役 総合企画部、人事
部担当

2015年 ６ 月 当行常務取締役 総合企画部、
人事部担当

2018年 ６ 月 当行常務取締役 総合企画部、
人事部、証券国際部担当

2019年 ６ 月 当行常務取締役 総合企画部、
コンプライアンス統括部、証券
国際部担当
現在に至る

■ 取締役候補者とした理由
　営業店長、経営企画部門を歴任し、業務全般を熟知しております。その豊富な経験や知見を当
行取締役会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待
できるため、取締役候補者としました。
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候補者番号

4
わた なべ やす ふみ

渡部 悌史
（1959年３月22日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 3,800株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1984年 ４ 月 当行入行
2005年 ５ 月 当行人事部副部長
2006年 ６ 月 当行人事部長
2009年 ４ 月 当行別府支店長
2010年 ４ 月 当行監査部副部長
2010年 ６ 月 当行監査部長

2012年 ４ 月 当行事務統括部長
2012年 ６ 月 当行執行役員事務統括部長
2015年 ６ 月 当行取締役事務統括部長
2019年 ６ 月 当行常務取締役事務統括部長、

監査部担当
現在に至る

■ 取締役候補者とした理由
　営業店長、人事部長、監査部長、事務統括部長を歴任し、その豊富な経験や知見を当行取締役
会において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるた
め、取締役候補者としました。
候補者番号

5
つ る ひろ ふみ

都留 裕文
（1960年１月21日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 2,900株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1982年 ４ 月 当行入行
2000年 １ 月 当行大在支店長
2002年 ４ 月 当行杵築支店長
2005年 ５ 月 当行営業推進部副部長
2008年 ７ 月 当行宇佐支店長
2010年 ４ 月 当行営業統括部副部長
2012年 ４ 月 当行営業統括部長兼ローンプラ

ザ長
2014年 ６ 月 当行執行役員営業統括部長兼営

業統括部個人融資業務室長

2015年 ４ 月 当行執行役員営業統括部長兼営
業統括部個人融資業務室長兼営
業統括部地方創生推進室長

2015年 ６ 月 当行上席執行役員営業統括部長
兼営業統括部個人融資業務室長
兼営業統括部地方創生推進室長

2016年 １ 月 当行上席執行役員営業統括部長
兼営業統括部地方創生推進室長

2016年 ６ 月 当行取締役お客さま支援部長、
営業統括部担当
現在に至る

■ 取締役候補者とした理由
　営業店長、営業統括部長、お客さま支援部長を歴任し、その豊富な経験や知見を当行取締役会
において活かすことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるた
め、取締役候補者としました。

2020年05月26日 15時03分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 33 ―

候補者番号

6
さ とう まさ ひろ

佐藤 真広
（1964年２月19日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 800株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1987年 ４ 月 当行入行
2007年10月 当行日出支店長
2009年10月 当行鶴崎支店長
2012年 ４ 月 当行福岡支店長
2014年12月 当行別府支店長

2015年 ６ 月 当行執行役員別府支店長
2016年 ６ 月 当行執行役員本店営業部長
2018年 ７ 月 当行上級執行役員本店営業部長
2019年 ６ 月 当行取締役本店営業部長

現在に至る

■ 取締役候補者とした理由
　営業店長を歴任し、その豊富な経験や知見を当行取締役会において活かすことにより、取締役
会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としました。
候補者番号

7
あか まつ けん いち ろう

赤松 健一郎
（1949年５月27日生）

再 任 社 外 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 500株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
1975年 ４ 月 三和酒類株式会社入社
1997年10月 同社代表取締役専務
2003年10月 同社代表取締役副社長
2005年10月 同社代表取締役社長
2006年10月 当行「経営評価委員会」委員

2009年10月 三和酒類株式会社代表取締役会
長

2016年 ６ 月 当行取締役
2019年10月 三和酒類株式会社相談役

現在に至る

（重要な兼職の状況）
三和酒類株式会社相談役

■ 社外取締役候補者とした理由
　民間企業の役員及び代表者としての豊富なビジネス経験と幅広い見識を、客観的な観点から当
行の経営全般に反映していただくため、社外取締役候補者としました。
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候補者番号

8
わた なべ ひろ こ

渡邊 博子
（1965年８月28日生）

再 任 社 外 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 200株

■ 略歴、当行における地位、担当（重要な兼職の状況）
2006年 ４ 月 城西大学現代政策学部助教授
2010年 ４ 月 城西国際大学大学院国際アドミ

ニストレーション研究科兼任
2015年 ４ 月 城西大学現代政策学部教授
2017年 ３ 月 城西大学現代政策学部退職

2017年 ４ 月 大分大学経済学部教授
2019年 ６ 月 当行取締役

現在に至る

（重要な兼職の状況）
大分大学経済学部教授

■ 社外取締役候補者とした理由
　大学教授として長年培ってきた豊富な知識と幅広い見識を有しており、客観的な観点から当行
の経営全般に対して助言していただくことを期待しております。なお、同氏は過去に社外役員に
なること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により取締
役として職務を適切に果たすことができると判断し、社外取締役候補者としました。

（注）１．各候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
２．赤松健一郎氏及び渡邊博子氏は、社外取締役候補者であります。なお、

当行は赤松健一郎氏及び渡邊博子氏を福岡証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．赤松健一郎氏及び渡邊博子氏は現任の社外取締役であり、両氏の社外取
締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって赤松健一郎氏が
４年、渡邊博子氏が１年となります。

４．当行は社外取締役として期待される役割を十分に発揮できるようにする
ため、社外取締役との間で、当行への損害賠償責任を一定範囲に限定す
る契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。当行は赤松
健一郎氏及び渡邊博子氏との間で責任限定契約を締結しております。な
お、両氏の再任が承認された場合、当行は当該契約を継続する予定であ
ります。
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第３号議案 監査役２名選任の件
　監査役佐藤俊明氏及び五十嵐副夫氏は、本総会終結の時をもって任期満了とな
りますので、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号

1
さ とう とし あき

佐藤 俊明
（1960年２月８日生）

再 任 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 3,900株

■ 略歴、当行における地位（重要な兼職の状況）
1982年 ４ 月 当行入行
2006年 ６ 月 当行経営管理部副部長兼リスク

統括室長
2006年10月 当行コンプライアンス統括部長

2010年 ６ 月 当行経営管理部長
2012年 ６ 月 当行執行役員経営管理部長
2014年 ６ 月 当行監査役

現在に至る

■ 監査役候補者とした理由
　コンプライアンス統括部長、経営管理部長を歴任し、当行取締役の職務の執行監査を的確、公
正かつ効率的に遂行することができる豊富な経験と知見を有する者と認められることから、監査
役候補者としました。
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候補者番号

2
い が らし ふく お

五十嵐 副夫
（1944年５月16日生）

再 任 社 外 所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 －株

■ 略歴、当行における地位（重要な兼職の状況）
1969年 ４ 月 大分大学経済学部助手
1985年 ４ 月 大分大学経済学部教授
1992年 ８ 月 大分大学経済学部長
2000年 ４ 月 大分大学副学長

2006年10月 当行「経営評価委員会」委員
2010年 ４ 月 放送大学特任教授
2010年 ４ 月 大分大学名誉教授
2019年 ７ 月 当行監査役

現在に至る

■ 社外監査役候補者とした理由
　大分大学において教育組織の管理運営に長く携わった豊富な経験を有しており、さらに、経済
学に関する幅広い知識・見識などを当行の経営全般の監査に反映していただくことを期待してお
ります。なお、同氏は過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に直接関与された経験
はありませんが、上記の理由により監査役として職務を適切に果たすことができると判断し、社
外監査役候補者としました。

（注）１．各候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
２．五十嵐副夫氏は、社外監査役候補者であります。
３．当行は監査役五十嵐副夫氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。
４．五十嵐副夫氏は現任の社外監査役であり、その在任期間は本株主総会終

結の時をもって11か月となります。
５．当行は社外監査役として期待される役割を十分に発揮できるようにする

ため、社外監査役との間で、当行への損害賠償責任を一定範囲に限定す
る契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償
責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。当行は五十
嵐副夫氏との間で責任限定契約を締結しております。なお、五十嵐副夫
氏の再任が承認された場合、当行は当該契約を継続する予定でありま
す。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選
任をお願いするものであります。
　なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

はた の まさ お

秦野 真郎
（1973年１月23日生）

所有する当行の株式の種類及び数
普通株式 －株

■ 略歴（重要な兼職の状況）
1996年 ３ 月 大分大学経済学部経営学科卒業
1998年 ３ 月 大分大学大学院経済学研究科修

士課程修了

2000年 １ 月 秦野会計事務所入所
2004年 ３ 月 税理士開業登録

現在に至る

（注）１．候補者と当行との間には、特別の利害関係はありません。
２．秦野真郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．秦野真郎氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、長年の税理士とし

て培われた財務知識と幅広い見識を活かし、当行の監査体制に反映して
いただくことを期待したためであります。

４．秦野真郎氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結す
る予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定め
る最低責任限度額であります。

以 上
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トキハ

至佐伯国道10号線

オアシス
ひろば21

大分駅

春日町小

王子中

ローソン

至別府

明林堂書店

豊和銀行本店
８階会議室

至
佐
伯

大分中央警察署

駄の原
豊和銀行前

王子神社前

第102回 定時株主総会会場ご案内図
株式会社豊和銀行本店８階会議室

大分市王子中町4番10号
電話（097）534-2611

交通のご案内 大分駅前から大分交通バス乗車
（春日神社経由）県立図書館行き 王子神社前降車
（西春日町経由）スカイタウン高崎行き 駄の原豊和銀行前降車
（西春日町経由）東八幡行き 駄の原豊和銀行前降車

お願い 当日は駐車場の不足が予想されますので、公共交通機関をご利用
いただきますようお願い申し上げます。
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